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飛沫防止ガードの取扱いについて

このことについて、本市で一括購入した飛沫防止ガードについては、一定の役割を果たしたものと判断し、感染経路の第１がエアロゾル感染であり、３方向をふさぐ飛沫防止ガードは換気を阻害するリスクが指摘されていることから、今後は原則として使用しないこととしました。
つきましては、飛沫防止ガードを撤去することとしましたのでお知らせします。
今後については、政府の基本的対処方針の変更に伴う「新座市立小・中学校における今後の教育活動」の改定に則し、教育活動を継続してまいりますので御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。
